
                              

                               

                               

                               

                               

 

元気なまちづくり推進会議では、『にぎやかな過疎社会』を目指して研修会を開催します。 

▼日時／２月12日（木）午後１時30分～３時30分 

▼場所／中央公民館 

▼講師／(株)あわえ取締役・徳島県美波町議会議員 遊亀 聖悟氏 

▼講演／『にぎやかな過疎“にぎやかそ”を目指して 

～サテライトオフィス誘致とデュアルスクールの取組みを通じて～』 

▼〆切／２月５日（木） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 （32）0104 

令和７年度 元気なまちづくり推進会議研修会 

講師の遊亀氏と(株)あわえ本社 

 新たな「舟形町過疎地域持続的発展計画（案）」を策定するにあたり、ご意見をお寄せください。 

▼期  間／１月28日（水）～２月10日（火） 

▼応募方法／持参、郵送、FAX、電子メールのいずれかで応募 

▼そ の 他／・匿名、電話でのご意見については対応できません。 

・持参の場合は、平日のみ受付します。郵送の場合は、２月10日（火）必着とします。 

・みなさんからのご意見は、町の考え方とあわせて町ホームページで公表します。 

・個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 （32）0104 

※詳しくは右の 
ＱＲコードから 

乳幼児健診の実施にあわせ、子どもの急病などへの適切な対応や、AED の操作方法について学ぶ講習会を

開催します。※要予約 

▼日 時／２月27日（金）午後１時50分～３時50分 

▼場 所／福祉避難所てとて 

▼内 容／・時間外における適正受診の啓発 

・三條加奈子先生（三條医院）による乳幼児の急病時の対応についての講座 

      ・最上広域市町村圏事務組合消防本部による小児救急心肺蘇生法（AED講習）の実技講習 

▼〆 切／２月16日（月） 

▼その他／無料託児あり。利用には事前申込みが必要です。詳しくは問い合わせください。 

▼申込み／電話、または母子手帳アプリ「めがみちゃん」から申込み 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 （32）0810 
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12 月ころから全国で、企業・団体などのメールアドレスに経営者や代表などの人物になりすましてメー

ルを送り、法人口座の残高を聞き出したり、指定した口座に現金を振り込むよう指示したりして、現金をだ

まし取る詐欺の手口が発生しており、県内でも同様の手口が確認されています。 

これらの手口で犯人とやり取りするのは主に従業員の方です。企業の資産をだまし取られないために、

早急に周知してください。次の特徴に１つでも該当する場合は詐欺を疑ってください。 

◎一般に公開されている企業などのメールアドレスに、経営者などを名乗ってメールを送る 

◎メールで企業などの従業員にLINEグループの作成を指示する 

◎経営者になりすましたメールは『hotmail.com』『outlook.com』などのフリーメールが使われている 

 同様のメールを受信した場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話【#9110】に相談してください。 

▼問い合わせ／新庄警察署生活安全課 （22）0110 
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【日程変更のお知らせ】 
ソフトテニス体験教室 

  お知らせ版１月９日号掲載のソフトテニス体験教室に 
ついて、日程の変更をお知らせします。 
▼日時／２月１日（日）、15日（日）午前10時～正午 
    ※２月８日から15日への変更となります。 
▼申込み・問い合わせ／ 
 舟形町Ｂ＆Ｇ海洋センター （32）3501 



                               

                               

                               

                               

                               

長期高度人材育成コース 
介護福祉士養成科・医療ビジネス科 

 新庄コアカレッジでは、再就職・転職を考えている社会人の方を対象とした「長期高度人材育成コース」

の受講生を募集します。あわせて、「長期高度人材育成コース」についての説明会を開催します。 

【長期高度人材育成コースについて】 

▼訓練期間／２年間 

▼場  所／新庄コアカレッジ 

▼対  象／求職活動中、または非正規雇用の方 

▼訓練内容／・介護福祉士などについて学ぶ「介護福祉士養成科」 

・登録販売者試験などについて学ぶ「医療ビジネス科」 

▼費  用／入学金および授業料無料 ※教科書代など一部自己負担があります 

▼そ の 他／一定の要件に該当する方には、基本手当や受講手当、通所手当や職業訓練受講給付金などが  

ハローワークなどから支給される場合があります。 

【長期高度人材育成コース説明会】 

▼日  時／①２月７日（土）午後１時30分～３時 

②２月12日（木）午後６時～７時 

③２月26日（木）午後６時～７時 

※各回とも、30分前から受付開始 

▼場  所／新庄コアカレッジ 

▼内  容／各学科の授業内容、取得資格、就職などについての説明 

▼申込み・問い合わせ／（学）最上広域コア学園新庄コアカレッジ （29）2121 

2026 年４月入校生募集・説明会のご案内 

※説明会の申込みは 

右のＱＲコードから 

「Aiナビやまがた」入会キャンペーン実施中 

18歳以上の独身の方 

入会登録料 10,000円 

※町の婚活奨励費補助金で全額補助します。 

※婚活奨励費補助金について 
詳しくは右のＱＲコードから 

 マッチングシステム「Aiナビやまがた」は、県内全市町村、山形県および関係団体で設立した結婚支援

団体「やまがたハッピーサポートセンター」が運営するマッチングシステムです。 

３月31日までに登録すると、次の特典から１つを選べます。 

▼特       典／①プロによるヘアメイクおよびプロフィール写真撮影 

②プロフィールづくりのコツ教えます 

③QUOカードまたはキャッシュバック3,000円分 

①20名 

②20名 

③100名 

▼問い合わせ／やまがたハッピーサポートセンター 023（687）1972 

舟形町まちづくり課地域支援係 （32）0104 

 

※入会キャンペーンについて 
詳しくは右のＱＲコードから 



                               

                               

                               

                               

                               

町では、高齢者の自動車運転事故防止と万が一事故にあってしまった時の被害軽減を図るため、満65歳以

上の方を対象に、衝突被害軽減ブレーキ（自動ブレーキ）などの安全運転支援装置を搭載した車の購入費用、

または現在所有している車に安全運転支援装置を後付けする場合の費用の一部を補助します。 

▼登録〆切／３月31日（火） 
継続生産車の衝突被害軽減ブレーキ完全義務化により、今年度で補助金が終了します。 

▼補助対象者／次の条件を満たす方 

 ○申請時に町内に住所を有し、満65歳以上であること 

 ○有効な自動車運転免許証を保有していること 

○自動車検査証に記載されている使用者の氏名と申請者の運転免許証の氏名が同一であること 

または、使用者の住所と申請者の運転免許証の住所が同一であること 

○町税等および上下水道料金等を滞納していないこと 

○暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する方でないこと 

▼対象となる自動車など／ 

①衝突被害軽減ブレーキなどが搭載された自動車（普通自動車、軽自動車） 

※リース車、レンタル車をのぞく 

②現在所有している普通、軽自動車への安全運転支援装置の購入・設置に要する費用（後付け） 

※国土交通省の性能認定を受けた、ペダル踏み間違い時加速制御装置など 

▼補助金額／①衝突被害軽減ブレーキなどが搭載された自動車を購入した場合…50,000円 

②安全運転支援装置を設置・購入した場合…上限50,000円（1,000円未満切捨て) 

▼そ の 他／過去に国または町補助金の交付を受けたことがある方は補助対象外です。 

詳しい要件などについては問い合わせください。 

▼問い合わせ／舟形町役場住民税務課生活安全係 （32）0155 

※詳しくは右の 

ＱＲコードから 

確定申告期における申告書作成会場のお知らせ 
 確定申告期間中、新庄税務署に申告書作成会場を開設します。 

新庄税務署 

▼開設期間／２月16日（月）～３月16日（月）（土・日・祝日をのぞく） 

▼開設時間／午前９時～午後５時 ※要予約 

▼そ の 他／・スマホやパソコンとマイナンバーカードを利用することで、自宅からe-Tax で 24 時間申告

することができます。ぜひ、ご利用ください。 

・申告書作成会場での相談を希望される方は、LINE によるオンライン事前予約をお願いしま

す。当日の相談受付は相談枠に限りがありますので、事前予約をお願いします。 

・申告書の作成に当たっては、マイナポータル連携を利用ください。医療費やふるさと納税 

などの情報が申告書に自動入力されることで、申告書をスムーズに作成できます。 

・申告書作成会場では、スマホとマイナンバーカードを使用します。来場前には、マイナン  

バーカードの２種類のパスワード（数字４桁と英数字６～16桁）と電子証明書の有効期限を

確認してください。 

▼問い合わせ／新庄税務署個人課税部門 （22）5113 

※確定申告について
詳しくは右のＱＲ
コードから 



                          

                          

                          

                          

                          

第51回衆議院議員総選挙 
最高裁判所裁判官国民審査 

投票日 ２月８日（日） 

投票時間   午前７時～午後７時 
（大平、太折、西又・松橋は午後６時までとなります） 

入場券は、１月 27 日（火）～１月 28 日（水）ごろ各家庭へ郵送予定です。 

●投票所および期日前投票所 

投票所 投票所の施設名称 投票所の区域 

第１投票所 舟形町高齢者コミュニティセンター 野、幅、長尾 

第２投票所 舟形町生涯学習センター 内山、長沢第１・２・３、経壇原 

第３投票所 大平多目的集会所 大平 

第４投票所 舟形町福祉避難所「てとて」 
一の関、舟形第１・２・３・４、紫山、

鼠沢、沖の原、向山、西堀、木友 

第５投票所 舟形町富長交流センター（旧富長小学校） 
小松、長者原、福寿野、馬形、 

富田第１・２ 

第６投票所 太折多目的集会所 太折 

第７投票所 舟形町農村環境改善センター（堀内出張所） 
瀬脇、堀内、実栗屋、洲崎、横山、 

真木野、新堀 

第８投票所 西又多目的集会所 西又、松橋 

舟形町期日前投票所 舟形町防災センター１階会議室 

１月 28 日（水）～２月７日（土） 午前８時 30 分～午後８時 

＜期日前投票・不在者投票ができる期間＞ 

◇衆議院議員総選挙（小選挙区・比例代表） １月 28 日（水）～２月７日（土） 

◇最高裁判所裁判官国民審査        ２月 １ 日（日）～２月７日（土） 

※それぞれ投票期間が異なりますので留意してください。 
●投票できる方 

 ・令和８年１月26日の登録基準日において選挙人名簿に登録されている方 

●投票をするとき 

 ・投票できる時間は、午前７時から午後７時までです。（大平、太折、西又・松橋は午後６時まで） 

 ・入場券を忘れずにお持ちください。 

  ※入場券は、各家庭に１月27日（火）～１月28日（水）ごろに郵送します。なお、入場券がまだ届い

ていない場合や、紛失した場合または当日持ってくるのを忘れた場合でも、選挙人名簿に登録

されていれば投票できます。各投票所の係員にお申し出ください。 

●期日前投票・不在者投票 

 ・選挙の当日に仕事などで都合の悪い方は、１月 28日（水）から２月７日（土）まで期日前投票ができ

ます。入場券をご持参のうえ、舟形町防災センターで投票してください。ただし、国民審査の投票に

つきましては、２月１日（日）からとなります。 

※入場券裏面の「宣誓書」に必要事項をあらかじめ記入のうえ、お越しください。 

・病院や施設等に入院している方や出稼ぎに行っている方は、病院や出稼ぎ先の市区町村役場で不在者

投票ができます。不在者投票ができる期間は１月 28 日（水）から２月７日（土）までです。ただし、

国民審査の投票につきましては、２月１日（日）からとなります。 

▼問い合わせ／舟形町選挙管理委員会事務局 ☎（32）2111（内線 231・232） 

｟公示日１月27日(火）｠ 



市街地や登下校中
  クマに御注意ください

【クマに関する情報】　　　　　　　　　　　☜ 
山形県環境エネルギー部みどり自然課　　☎���-���-����

危　険

〇〇山形クマ〇〇 ！検索！

音の出るものを携帯しましょう

目撃情報があったところに
　近づかないようにしましょう

できるだけ複数で
　登下校しましょう

◀目撃情報は
　ここで確認



■はじめに・・申請は必要ですか？

原則申請は不要です。
※申請が必要な方については裏面「６」をご覧ください。また、希望しない場合や支給口座を
変更する場合のみ、１月20日までに舟形町健康福祉課福祉係で手続きを行なってください。

対象児童１人につき２万円を１回限りで支給します！

２．だれがもらえるの？【支給対象者】

（１）の児童手当受給者、または（２）の保護者のうち、生計を維持する程度
の高い方

４．いつもらえるの？【支給時期】

町では令和８年1月から順次支給を開始します。以降、入金の確認ができな
かった場合は裏面記載の窓口まで問い合わせください。
※裏面「6」の方については申請が必要なため、支給時期が異なります。

３．いくらもらえるの？ 【支給額】

対象児童１人につき２万円（１回限り）です。

裏面に続きます。必ずご確認ください！

１．対象になるのは？【対象児童】
次の児童が対象になります。

（１）令和７年９月分（※）の児童手当の支給対象児童
※令和７年9月に出生した児童については10月分

（２）令和７年10月１日から令和８年３月31日までに出生した児童

舟形町

①手当の案内を送付します。

➂児童手当受給口座などへ振込みます。

※裏面の「６」の方は申請書を提出ください。

子育て
世帯

申請が必要な方

➁希望しない場合や支給口座を変更する場合のみ、
案内に同封の届出書を返送してください。



「物価高対応子育て応援手当｣に関する

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
自宅や職場などに町から問い合わせを行うことがありますが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の

操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに町の窓口または最寄りの警察署や警察相

談専用電話（＃9110）にご連絡ください。

６．申請が必要なのはどんな場合？

次に記載する方は申請が原則必要です。同封の申請書を提出してください。
・所属庁から児童手当を受給している公務員（下部の「公務員の方へ」参照）
・10月１日以降に離婚（離婚調停中等も含む）により児童手当の申請が必要に
なった保護者

舟形町健康福祉課福祉係
電話：0233（32）0655

（受付時間：平日のみ、午前９時～午後５時）

問い合わせ（町）

こども家庭庁コールセンター
電話：0120（252）071

（受付時間：平日のみ、午前９時～午後６時）

問い合わせ（国）

～公務員の方へ～
公務員の方は手続きについて、まずは所属庁に確認ください。
申請は、舟形町健康福祉課福祉係にお願いします。

５．どんな方法でもらえるの？【支給方法】

（１）児童手当受給者
原則、令和７年10月支給時（※）の児童手当受給口座か、届出書により届

け出た口座に振り込みます。※令和７年9月に出生した児童は12月支給時
（２）申請を行なった保護者（「６」の対象者）
申請書で指定した口座に振り込みます。

※口座の解約や変更等により振込みができない場合は支給されませんので、必ず次の窓口に
連絡ください。支給期限は令和８年３月31日までです。

７．こんなときはどうなるの？
■引越しをした場合はどうなりますか？
９月分（令和７年9月に出生した児童については10月分）の児童手当を支給

した市町村（特別区含む）から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け
出た口座に振込まれます。
不明な点があれば、引越し前の市町村に問い合わせください。

■ＤＶ被害により、子どもとともに避難していますが、どうなりますか？
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行なっている場合は、今
回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村に
相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必
要もありません。



【令和７年１月１日～12月31日】                                （人） 

  発生件数 前年比 死者数 前年比 負傷者数 前年比 

最 上 管 内 106 △12 ５ ５ 127 △16 

新 庄 市 70 △11 ３ ３ 82 △16 

金 山 町 ９ △３ ０ ０ 10 △３ 

最 上 町 ９ １ ０ ０ 12 ２ 

舟 形 町 ３ １ １ １ ５ ３ 

真 室 川 町 ５ △１ ０ ０ ５ △１ 

大 蔵 村 １ ０ ０ ０ １ ０ 

鮭 川 村 ２ ０ １ １ ２ ０ 

戸 沢 村 ７ １ ０ ０ 10 △１ 

※東北中央自動車道、新庄南バイパス、新庄古口道路で発生した事故を含まない（新庄警察署交通課資料より抜粋） 

                               

                               

                               

                               

                               

☎

№489 

令和７年中における最上管内の交通事故発生状況 

令和７年中の舟形町内での交通事故発生状況は、事故発生件数が３件で前年と比較して１件の増、死者数は

１名で１名の増、負傷者数は５名で３名の増となっております。 

歩行者は、夕暮れ時や夜間の外出は目立つ明るい色の服装や夜光反射材を着用し、運転者に自分の存在を知

らせることが大切です。運転者は、早めのライト点灯やハイビームの活用を心がけ一人ひとりが交通安全意識

を持ち、交通事故防止に努めましょう。 



フェイスタオル１枚を使って、お家の中でタオル遊びをしてみませんか。 

【タオルつな引き】 

向き合って１枚のタオルを引き合います。「その場から足が動く」と負けなど、 

ルールをつくってもいいですね。急に手を離すと危険なので注意しましょう。 

【タオルブランコ】 

大人は、タオルの両端を左右の手でそれぞれ持ち、タオルの真ん中に子どもが 

座ります。子どもはタオルか大人の腕を持ちます。タオルを持ち上げ、振り子のよ

うにゆっくりと左右に揺らしましょう。バスタオルを使うと安定感が増します。 

【タオルなわとび】 

１枚のタオルの両端を左右の手で持ち、なわとびの前回しをしてみましょう。 

慣れてきたら反対回しやタオルを短くして挑戦してみてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こころとからだ！すくすく大きくな～れ 

にこにこ通信 
令和８年１月 発行 第２１３号 

舟形町子育て支援センターみらい 

（福祉避難所てとて内） 

   （３２）０５２８ 

♡親子で「いち、に」タオル遊び♡ 

〈利用時間〉  
午前９時30分～11時30分 
午後１時 30 分～４時 30 分 

【２月の予定】     閉 館 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
7 

施設開放 

8 9 

 

10 11 

建国記念

日 

12 

あそびの 

広場 

13 14 

施設開放 

15 16 
 

17   

 

18 

 

19 

おはなし 

広場 

20 

 

21 

施設開放 

 

22    23 

天皇誕生

日 

24 

 

25 
 

26 

 

27 

親子交流

事業 

 

28 

施設開放 

 

 ☆親子交流事業…27日は「保育園で人気のあのメニューをつくってみよう」
の予定です。 

【申込みされた方のみ】※一般開放は午後１時30分からです。 

♡ふれあい育児の広場♡ 
12 月 19 日、ピアノ講師の早坂先生を招い

て「クリスマス会」を行いました。電子ピア
ノから流れる音色に、体を揺らしたり手拍子
をしたり子どもたちは大喜び。全員で挑戦し
たハンドベルは、即興とは思えないほど澄ん
だ美しい音色と正確なリズムでした。最後の
サンタさん登場では、恥ずかしがる子もいま
したが、「また来年会いましょう」の約束は
しっかりできました。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

♡おはなし広場♡ 
12 月のおはなし広場は、舟形町読み聞かせ 

ボランティア連絡協議会の方に来ていただきま

した。来所した方の他に、遊びに来ていた保育

園のひよこ組・あひる組のみなさんもいっしょ

に参加しました。 

大型紙芝居などを見て、登場したものの名前

を言ったり、カレーの絵が出ると食べるまねを

したり、楽しそうな子どもたちでした。 

～親子交流事業～ 
♡保育園で人気のあの 

メニューをつくってみよう♡ 

▼日 時／２月27日(金) 

午前10時30分～11時30分 

※要予約、無料託児あり 

▼場 所／福祉避難所てとて（調理室） 

▼対 象／大人５名（先着順） 

▼内 容／当日をお楽しみに 

▼持ち物／エプロン・三角巾 

▼講 師／ほほえみ保育園 

     栄養士・調理師 

▼申込み・問い合わせ／ 

 子育て支援センターみらい 


